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河川法の条項等 Ｈ２０年度 Ｈ２１年５月 Ｈ２１年５月まで

第２４・２６条 ８２件 ５件 １１件

第５５条 ４６件 ３件 ６件

一時使用 ２３８件 ２０件 ５６件

その他 １４件 ０件 １件

河川法第２４条 土地の占用許可

河川法第２６条 工作物の新築等の許可

河川法第５５条 河川保全区域での行為の制限

一時使用 河川の一部を一時使用

江戸川クリーン大作戦は、江戸川沿いの

１３市区町の自治体で実施されました。 
当日は良く晴れ、堤防やグランドに多く

の方が参加していました。 
江戸川河口出張所管内では、江戸川区、

葛飾区、市川市で行われ、回収されたゴミ

の量は、各々約１７ｍ３、１２ｍ３、１４

ｍ３でした。（粗大ゴミは除く）出張所では、

２名が参加しました。左の写真は、参加し

た時に、撮影した市川市内の様子です。 

江戸川河川敷にある『小岩菖蒲園』は、地元

の方から寄贈された花菖蒲をもとに、江戸川区

が回遊式の庭園にしたもので、5～6 月に

50,000 本の花菖蒲が咲き誇り、都会のオアシ

スとして都内名所の一つになっています。 
６月８日（月）現在の開花状況は、右の写真

のとおりです。お問い合せ先は、江戸川区環境

促進事業団（電話 03－5662－6738）まで 

 

※申請が重複しているものは、１つでカウントしました。 

 

 

『 出 張 所 だ よ り 』 は 江 戸 川 河 川 事 務 所 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）に掲載しています 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ と が き 
５月３１日（日）に江戸川クリーン作戦に参

加しました。その後、江戸川区・市川市内の河
川敷の様子を自転車で見てきました。１時間半
の間に、河川敷を走っている５台のバイクに遭
いました。何台かには注意しましたが、かなり
飛ばしているものもありました。何か対策がな
いのかなと・・・。 
もう６月、梅雨の時期ですね。皆さんには、

河川の情報（水位や雨量など）をパソコンや携
帯電話を使って、気軽に調べ素早い対応をお願
いしたいと思っています。 
下記に江戸川の河川情報のアドレスを載せ

ておきますのでご覧ください。 

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/m/ 
また、全国の情報は 

http://river.go.jp/ 
表に「矢切の渡し」の写真を着けておきまし

た。ここは、映画寅さんなどの舞台となったり、
歌謡曲でも有名なところです。河川巡視員のカ
メラが５月末に捕らえたとらえたものです。 

『江戸川河口だより』編集長（上林喜美夫） 

番号 参加 月 日 曜日 予　　　　定
1 6月11日（木）江戸川河川利用者懇談会
2 6月16日（火）イネ科花粉症対策学習会
3 6月30日（火）警視庁災害警備総合訓練
4 7月18日（土）市川市水フェスタ
5 7月21日（火）葛飾区花火大会
6 7月23日（木）江戸川区総合防災訓練
7 8月1日（土）　江戸川区・市川市花火大会

8 8月1日（土）　松戸市花火大会

  

江戸川河口出張所では、６月からの洪水
の時期を迎えるに当たって、占用工作物が
適正に管理されているかどうかの検査（「履
行検査」と言います）を５月１３日、１５
日、２０日、２１日、２２日の５日間行い
ました。 
履行検査（点検）は、洪水の時に樋管の

開閉、グランドのネットが倒せるか等の確
認や、占用看板の更新などの確認を行いま
した。 

そして、不都合なものに対し改善するよ
う指摘を行いました。

江戸川区と市川市の花火大会が、８月１日
（土）に開催されます。この花火大会に向けて、
今年３月に完成した緩傾斜堤防では、「花火の場
所取りは、止めてください」と呼びかけており
ますが、４隅をピンで止め、ビニールテープが
張られています。 

除草業者は、６月に堤防上の草取り作業を行
いましたが、躓いたりして危険でした。 

７月上旬には、草刈り作業も行いますが、ピ
ンやビニールテープを江戸川区の協力により、
取り外してから作業を行います。 
場所取りは、みなさんに迷惑をかけますので、

止めて頂くようお願いします。 

江戸川河口出張所では、市川
市の天然記念物となっている
「ヒヌマイトトンボ」を飼育し
ています。６月中旬から７月上
旬にかけて、出張所内の飼育小
屋で見ることが出来ます。機会
があれば、お立ち寄り下さい。
ただし、事前に連絡をお願いし
ます。 

 

 


